
新たな災害廃棄物対策指針と
基礎自治体の災害廃棄物処理計画について

仙 台 市 環 境 局

平 成 2 6 年 ５ 月 3 0 日

人口 約107万人 市域面積 786k㎡

22

①ごみ・し尿処理体制の復旧
～通常の民間・直営による処理
体制の復旧～

②震災ごみ搬入先の確保等
～市民自己搬入用の仮置き場の
確保と直営・他都市応援による
戸別収集体制の構築～

③震災廃棄物等の撤去
～分別保管し処理する施設の
整備と地元業界による撤去・
処理の実施体制の確保～

処理施設の復旧
・清掃工場等の復旧（3/14～）
・し尿処理施設の仮復旧（3/24～）

収集体制の復旧
・避難所のごみ・し尿の収集開始

（3/12～）
・家庭ごみ等・し尿の収集再開

（3/15～）
・資源ごみ・粗大ごみの収集再開

（3/29～）

処理体制の復旧・正常化
（5/9）

市民自己搬入用の
震災ごみ仮置き場の設置
・全５区1箇所，延べ８箇所整備・
供用開始（3/15～）

震災ごみの戸別収集
・浸水地区（3/24～）
・高齢者世帯等（5/23～）

震災ごみ仮置き場の閉鎖
（5/10）
 
り災証明書等による
清掃工場等への自己搬入
（～9/30）

がれき搬入場の整備
・浸水地区3箇所用地確保・整備

（3/26～），供用開始（3/30～）

がれき・津波堆積物の撤去
・不明者捜索（3/30～）
・道路啓開（4/4～）
・宅地内（4/23～） 農地内（7/1～）

損壊家屋等の解体・撤去
・損壊家屋（5/23～受付）
・ブロック塀（8/22～受付）
・枯死高木（12/1～受付）

搬入場内仮設焼却炉稼動
による本格的な処理開始
（10/1～）

発 災

2
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3

発
災
直
後
に
自
己
完
結
型
の
処
理
の
仕
組
み
を
作
る 国（環境省現地災害対策本部等）との連携

事業着⼿のための予算の確保
・発災直後の３月18日に５億円，４月１日に100億円確保

震
災
廃
棄
物
の
処
理
方
針
を
決
定
・施
行

・企画・調整的な業務を実務に精通した職員に任せ，管理的な業
務は組織により対応

迅速な意思決定の仕組みの構築

地元業者の効率的な実施体制の構築

・地元業界（建設業協会，解体工事業協同組合，産業廃棄物処理
協会等）による施工等管理

直営体制不⾜による他都市⽀援の調整･実施体制の構築

震災廃棄物の処理（初動から）

4

 発生量（当初推計値）

震災廃棄物135万トン，津波堆積物130万トン

 目標

発災から1年以内の撤去完了，3年以内の処理完了

 処理の方向性

①『自己完結型』の処理 ･･･ 仙台市域内で処理完結

○一次・二次仮置き場を一元化した『がれき搬入場』（中間処理場）を整備

②地元業者への発注 ⇒ 地域の復旧を地域経済の復興へ繋げる

③ リサイクルの推進（50％以上），環境への配慮・安全の確保

・がれき等が多量に発生した場所近傍に搬入場を整備
⇒ がれき等撤去・運搬の効率化，渋滞の回避

・がれき等撤去現場から分別徹底，搬入場にて細分別
⇒ リサイクルの推進，焼却等処理期間の短縮

・搬入場内にて仮設焼却炉等を設置
⇒ がれき等の早期の安定化

・迅速処理

・生活環境の保全

・処理費用の低減

震災廃棄物等の処理方針
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通常ごみ処理の取り組み経緯

5
3/11 発災

3/14 清掃工場稼動開始 ⇒4/24 全清掃工場稼動

3/15 家庭ごみ・し尿収集開始

4/4 紙類収集開始

4/25 プラスチック製容器包装収集開始

5/2 粗大ごみ等受付再開

5/9

5/9 工場・埋立処分場への自己搬入再開

3/12 指定避難所等※の仮設トイレのし尿収集開始

3/29 缶・びん・ペットボトル等収集開始

3/13 指定避難所等※ごみ収集開始

3/15 市民自己搬入用仮置き場開設
（全５区１箇所，延べ８箇所）

5/10 閉鎖

3/24 浸水地域の家財等の収集開始
5/23 高齢者世帯等の

震災ごみ収集開始

震
災
ご
み

ご
み
・
し
尿

ご
み
・し
尿
処
理
体
制
の
復
旧
・正
常
化

※ 避難所開設数 288箇所
（３⽉14⽇最⼤値）

※ 避難者数 105,947⼈
（３⽉12⽇最⼤値）

6
3/11
発災

5/16 仮設焼却施設の賃貸借契約締結

3/30 本格的な処理開始

3/30 人命救助に係るがれき等撤去開始⇒6月終了
震
災
廃
棄
物
等

搬
入
場

3/12 搬入場の用地の選定・確保着手
3/26 搬入場の造成・整備着手

3/30 搬入場受入開始

4/22

4/1 仮設焼却施設の設置決定

10/1 蒲生・井土仮設炉稼動

4/22 宅地内がれき等撤去開始⇒7月終了

7/1 農地内がれき等撤去開始⇒12月終了

損
壊
家
屋
等

5/23 損壊家屋等解体・撤去申請受付開始⇒6/10着手

8/22 損壊ブロック塀の解体・撤去申請受付開始⇒9/26着手

4/22 全搬入場受入開始

10/1がれき等撤去開始

12/1 荒浜仮設炉稼動

12/1 枯死木の伐採・撤去申請受付開始
⇒12/19着手

震災廃棄物処理の経緯①
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7

震
災
廃
棄
物
等

搬
入
場

7月

損
壊
家
屋
等

震災廃棄物処理の経緯②

1/31 枯死木の伐採・撤去申請受付終了
⇒5/31伐採完了

3/31 津波堆積物の撤去完了

平成24年

7/27 石巻ブロックのがれきの受入れ・処理開始
⇒H25.5/31完了

10月 搬入場の原状復旧開始

7/3 海岸防災林事業への再生利用開始

津波堆積物の再生利用

7/25 海岸堤防事業への再生利用開始

4/1 損壊家屋等解体・撤去申請期間を延長（9月28日まで）

平成23年度に引き続き，震災廃棄物の処理・リサイクルを実施

⇒H25.1/26完了

平成25年10月

10月 仮設焼却炉の
解体着手

9/29 がれきの
焼却処理完了

12/27
がれき処理完了

8

がれきの撤去現場にて可燃物・不燃物・資源物の３種類に粗分別し，がれき搬入場内にて10
種類以上に細分別

震災廃棄物等の処理フロー
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9

損壊家屋 ブロック塀 枯死高木

公費解体 事後精算 公費解体 事後精算 公費伐採

申請 10,504
932 1,794 3,694

183
(7,990本)完了 10,503

 震災廃棄物の処理・リサイクル量

内 訳

処理量

３９万トン

焼 却 26万トン

埋立処分 12万トン

リサイクル量

９８万トン

コンクリートくず・アスファルトくず 77万トン

木くず 10万トン

金属くず 7万トン

その他（自動車・家電・ガラスくず・瓦くず等） 4万トン

合計 １３７万トン （リサイクル率72％）

 震災廃棄物等の撤去

震災廃棄物処理実績

10

○ 津波堆積物の発生量 １３５万トン
・再生利用 １３０万トン，残渣処分 ５万トン
・リサイクル率 ９６％

○ 活用先
・海岸堤防事業（国土交通省）
・海岸防災林事業（林野庁）
・海岸公園事業（市）
・かさ上げ道路事業（市）

※ 搬入場内に一時保管中

津波堆積物の再生利用実績
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11

１．初動など時間経過に応じた対応が重要であることから，

業務を初動・初期及び中・過渡期に区分

２．限られた人員の中で効率的に業務を実施できるよう，

組織体制と業務内容を詳述

３．仮置き場設置運営管理業務を詳述し，候補地リストも

充実化

４．震災廃棄物の処理区分を細分化

震災廃棄物等対策実施要領の改定

（平成25年5月）

12

担当・チーム名 主な業務

総務担当 総合調整チーム ○市災害対策本部・庁内外関係機関との連絡調整
○震災廃棄物等対策関係情報の集約および進行管理
○震災廃棄物等処理実施計画の策定

対外交渉・市民広報チーム ○震災廃棄物等対策の市民周知
○市民からの問い合わせ対応

震災廃棄物担当 計画担当チーム ○がれき等発生量の算定
○収集運搬車両・処理施設能力の算定および手配
○仮置場等の必要箇所・面積の算定および手配

がれき・解体撤去チーム ○がれきの撤去
○倒壊家屋等の解体撤去

仮置場等チーム ○市民用仮置場の設置および運営管理
○がれき搬入場の設置および運営管理

事業者指導チーム ○事業者指導
○不法投棄・不適正排出対策

収集担当 ごみ収集・し尿処理チーム ○ごみ収集運搬の管理
○し尿収集運搬・処理の管理

仮設トイレチーム ○仮設トイレの設置・維持管理，簡易トイレの運用

処理担当 処理施設チーム ○備品の備蓄・点検
○処理施設復旧
○代替処理施設の確保

震災廃棄物等処理チーム
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担当・チームの動き
総務担当 震災廃棄物担当

総合調整 対外交渉・広報 計画担当

発災 職員の安否，処理施設の被災状況確認，実動職員の確保

２日
臨時組織の立ち上げ
(各チームの責任者の確認)

３日 避難所ごみ分別周知

４日 市内被災状況把握

５日

６日
ごみ収集運搬，市民仮置き場設置，
排出方法情報発信

７日 必要機材，人員の調達
相談窓口の設置(コールセンター会
場手配，契約）

10日

庁内の役割分担確認，情報センター
の立ち上げ
(課題の整理，事務委託検討）
国補助対象確認，施設復旧予算確保

災害廃棄物排出量の推計

２週間 国陳情，処理暫定予算確保 コールセンター立ち上げ

３週間 がれき撤去方法周知 災害廃棄物処理方針策定

１か月 本予算確保，補助申請準備 家屋解体手続き周知 災害廃棄物処理実施計画策定

２か月 思い入れの品の返却

13

担当・チームの動き
震災廃棄物担当

がれき・解体撤去 仮置き場等

発災 職員の安否，処理施設の被災状況確認，実動職員の確保

２日 主要道路啓開，人命救助(消防担当）

３日 市民用仮置き場の確保

４日

５日 仮置き場町内会長等挨拶

６日
土木職確保 土木職確保，仮置き場造成工事，

運営管理業務委託

７日
県が機械損料，人件費の考え方等
積算方針整理

市民自己搬入用仮置き場設置

10日 建設業界打ち合わせ
建築職確保(県が解体単価の考え方
整理）

がれき(不明者捜索)仮置き場手配

２週間
がれき撤去積算，契約，不明者捜
索がれき撤去

受付窓口の整理(機材，人員確保）
解体業界打ち合わせ

３週間
仮置き場までのアクセス道啓開(２
車線)

処理システム構築(固定資産データ
調整）

産業廃棄物業界打ち合わせ

１か月 がれき撤去本格化
契約システムの構築(建築職：積算
単価，契約先，施工監理）

２次仮置き場造成工事，運営管理
業務委託(土木職積算）

２か月
受付開始 中間処理体制の構築，リサイクル

手法の検討
14
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担当・チームの動き
震災廃棄物担当 処理担当

ごみ・し尿処理 仮設トイレ 処理施設

発災 職員の安否，処理施設の被災状況確認，実動職員の確保

２日

仮設トイレ設置，避難所設置個所の
確認，不足仮設トイレの手配
収集運搬車両，搬出先の確保，収集
開始

復旧の見込み，焼却炉立ち上げ時期
の見極め
代替施設の検討

３日
避難所ごみ，可燃ごみ，し尿収集運
搬開始

可燃ごみの受け入れ(ピット対応
も）

４日

５日

６日 収集運搬車両，燃料，工場搬入手配

７日
仮設トイレから通常し尿へ(他都市
応援対応）

10日

２週間

３週間 通常ごみ処理体制確立

１か月 廃棄の手配 仮設焼却炉選定委員会

２か月 仮設焼却炉契約

15

がれきの処理･リサイクル（品目別）

16

処理区分（種類） 処理方法 処理施設 備 考
木くず等可燃物
（倒木・流木，伐採根，解体木くず
等）

・破砕
・焼却
・資源化

・民間処理施設
・焼却工場（既設・仮設）

破砕処理後，チップ化等による資源化のほか，木材
としての再利用を検討

コンクリートがら
アスファルトがら

・破砕
・資源化

・民間処理施設 破砕処理後，路盤材，工事現場における再生砕石と
して活用するほか，発生量・品目等に応じて広域的
な処理体制を検討

その他の資源物 ・資源化
・焼却
・破砕

・民間処理施設
・焼却施設（既設・仮設）
・破砕施設

発生量や品目等に応じて，広域的な処理体制を検討
破砕等中間処理後，可能なものは売却

粗大ごみ ・焼却
・破砕
・資源化
・埋立

・焼却工場（既設・仮設）
・破砕処理施設
・市埋立処分場

破砕処理後，資源化できる金属類は資源化
家電４品目，ＰＣは原則排出者責任

不燃物
（瓦，ガラス類，陶磁器くず等）

・埋立 ・民間処理施設
・市埋立処分場

自動車等
（自動車，自動二輪，原付自転車，
船舶等）

・資源化 ・民間処理施設 事業者等と連携し適切な処理手法を検討

適正処理困難物・有害廃棄物
（アスベスト，ＰＣＢ，石膏ボード，
グラスウール，廃消火器，廃酸・廃
アルカリ，廃油等）

・焼却
・埋立
・資源化

・民間処理施設 廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の規定に従い，
事業者等と連携し適正な保管及び処理手法を検討

津波堆積物
（堆積土砂等）

・破砕
・資源化
・埋立

・民間処理施設
・市埋立処分場

津波の規模や被災場所により発生量が大きく変動す
るため，東日本大震災時の発生量を 大として，必
要な対応をあらかじめ検討
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17

想 定 外

 がれき排出量が膨大

⇒ 広大な仮置き場が必要

 津波被害

⇒ 広範囲に散在，混合化

 不明者捜索，遺留品

⇒ 撤去に時間がかかる

 がれき，土砂の混合化

⇒ 分別，焼却の困難性

 塩害，津波堆積物，放射能

⇒ 既存焼却炉への影響，リサイクル困難性，活用先・・・

18

今後の対応

○ 技術の継承
記録化，人材育成

○ 多様な災害への対応
情報収集（震災，風水害）

○ 連携強化
産官学：学会，業界，国・県・他都市
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1

直下型地震に備えた東京都の
災害廃棄物処理計画

平成２６年５月３０日

2

本日の話の流れ

（１）東京都震災がれき処理

マニュアルの概要

（２）区市町村への働きかけ・支援

（３）災害廃棄物処理計画の充実
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3

◇ 東京都域での震災発生を想定して、 震災
がれきを処理するための基本的考え方や、
都が実施すべき事項等を定める

◇ 都は、広域自治体として、がれき処理の
実施主体である区市町村が円滑にがれき
処理を進められるよう、様々な支援を行う

マニュアルの趣旨

□ 震災がれき処理マニュアルの概要

4

○計画的な対応・処理

○リサイクルの推進

○迅速な対応・処理、広域連携の構築

○環境に配慮した処理

○衛生的な処理

○安全作業の確保

がれき処理の基本コンセプト

□ 震災がれき処理マニュアルの概要
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段 階 都 区市町村

第１段階

発災直後
～

２週間程度

緊急道路障害物除去等による震災がれ
きの処理
被害状況の把握

域内発生量の予測
都への報告、応援要請

集積場所の確保
必要な組織の設置
区市町村震災がれき処理計画の作成

第２段階

第１段階終了後
２週間程度

解体等の受付開始に向けた準備

（解体業者等との契約、集積場所の確保、
受付窓口の決定等）

第３段階

発災１ヶ月後以降

解体・撤去作業及び震災がれきの処理

緊急道路障害物除去等による震災がれきの処理

「がれき処理部会」の設置

区市町村との連絡調整

国庫補助に関する国との調整等

東京都震災がれき処理計画策定

震災がれき発生量予測

最終処分場に関する調整

公共施設の解体に伴う集積場所の確保

集積場所の確保に関する支援

廃棄物処理施設等の被災状況調査

有害物質に関する対策

集積場所候補地の把握

広域的な再利用の実施等に係る連絡調整

災害時広報

広域連絡及び応援要請

家屋情報提供に関する区との調整

震災がれき処理のタイムスケジュール
□ 震災がれき処理マニュアルの概要

6

◇発災後、速やかに設置

◇局横断的な組織･･･環境局が中心

◇主な業務内容

・処理計画の策定、進行管理
・区市町村、国、他の道府県等との連絡調整
・集積場所確保に関する支援
・最終処分に関する調整

がれき処理部会の設置

□ 震災がれき処理マニュアルの概要
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がれき処理部会の連絡体制イメージ

国

東京都 他道府県

廃棄物関係団体 区市町村・一部事務組合

総務局
総合防災部

環境局
（廃棄物対策部）

関係各局

廃棄物対策部局

防災部局

≪がれき処理部会≫

区市町村との連絡調整
廃棄物関係団体等
との連絡調整

他道府県との
連絡調整

国との連絡調整

環境省・関東環境事務所

□ 震災がれき処理マニュアルの概要

（資源循環推進部）

8

◆緊急道路障害物除去に伴うがれき処理
・撤去、集積場所の確保
→道路管理者が速やかに実施

・がれき処理
→発生場所での分別は難しいと想定

◆人命救助・応急活動に伴うがれき処理
・撤去、集積場所の確保
・がれき処理

緊急道路障害物除去等に伴うがれき処理

□ 震災がれき処理マニュアルの概要
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◆区市町村による被害状況の確認・報告
・区市町村は、家屋の被害状況（全壊・半壊建物
数）を確認し、都に報告

◆都によるがれき発生量予測
・都は、上記報告に基づき、がれき発生量を予測

被害状況の把握、がれき発生量の予測

必要となる「集積場所の面積」、「処理施設の能力・容量」等を把握

□ 震災がれき処理マニュアルの概要

10

・都内に所在する処理施設の被災状況を確認、
処理能力を把握

廃棄物処理施設の被災状況調査

【確認項目例】
○被災状況（稼動可否、復旧見込み）
○ライフライン確保状況（水、電気、燃料、薬剤等）
○作業員の確保状況
○搬入道路の被災状況

□ 震災がれき処理マニュアルの概要
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【ごみ組成ごとの処理の想定方針】

○廃木材 ･･･ 原則、チップ化し再資源化

○コンがら ･･･ 原則、再生砕石として再資源化

○金属くず･･･ 売却し再資源化

○その他 ･･･ 可能な限り再資源化
 

再資源化できないものに限り、焼却・埋立

がれき処理の基本的流れ

□ 震災がれき処理マニュアルの概要

12

がれき処理の基本的流れ
緊急道路障害物除去によるがれき

一部選別・破砕

一 次 集 積 場 所

二次集積場所（仮設中間処
理施設、ストックヤード）

コンクリートが
らの再利用

廃木材の再利用

最終処分場

廃

木

材

分 別 排 出

倒壊建物の解体によるがれき

廃木材・コンクリー
トがら破砕処理施設

民間施設
等の活用

金属類の再利用
路盤材・裏込材・埋め戻し材等

チップ化等

焼却施設
（清掃工場、仮設焼却炉）

コ
ン
ク
リ
ー
ト
が
ら

金
属
く
ず

そ

の

他

□ 震災がれき処理
マニュアルの概要
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・アスベスト、ガスボンベ、消火器、ＰＣＢ等
 健康被害や環境汚染防止のため、適正な管理・
処理が必要

・区市町村への指針の通知
 区市町村に対して指針を発出するとともに、都が
把握している情報を提供

有害物・危険物に関する対策

□ 震災がれき処理マニュアルの概要

14

（１）区市町村がれき処理計画の把握

（２）区市町村がれき処理計画の作成支援

（３）重点的に支援すべき地域の把握、支援の実施

（４）がれき処理体制整備の支援（民間事業者の活用）

（５）適正処理を徹底するための注意喚起

（６）その他、区市町村への情報提供

区市町村との連絡調整・支援

□ 震災がれき処理マニュアルの概要
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都内の施設や機材等での対応が困難

◆九都県市へ応援要請

◆１都９県へ応援要請

◆全国都道府県及び２１大都市へ応援要請

広域処理体制の確保

□ 震災がれき処理マニュアルの概要

16

・あらかじめ把握しているオープンスペース（集積場所
候補地）について、利用可能かどうか確認する

集積場所候補地の把握

【集積場所の選定条件】
○ 十分な容量、作業空間を確保できること
○ 大型ダンプの搬出入が行える道路を有すること
○ 生活環境への影響が少ないこと
○ 中長期の使用ができること など

□ 震災がれき処理マニュアルの概要
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（１）集積場所に関する情報提供
→都が把握した、利用可能なオープンスペース

について、区市町村に情報提供する

（２）集積場所確保に関する調整
→被災度合いの低い地域に対して、集積場所の

提供を働きかける

集積場所の確保に関する支援

□ 震災がれき処理マニュアルの概要

18

・国庫補助対象となるがれき処理の範囲について、
国と調整を行い、区市町村に通知・公表する

・主な内容は、

①適用地域
②適用主体･･･個人、事業所
③適用業務･･･解体費、運搬費、処分費など

国庫補助に関する国との調整

□ 震災がれき処理マニュアルの概要
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19

・区市町村にとって、がれき処理を適切かつ計画的
に実施するための指針

東京都震災がれき処理基本計画の策定

□ 震災がれき処理マニュアルの概要

【計画の主な内容】
◇ がれきの発生予測量
◇ 処理方針
◇ 公費による処理対象
◇ 処理スケジュール
◇ 広域的応援体制 など

20

■区市町村への働きかけ・支援

◇ マニュアル策定に向けた「ワーク

ショップ」の開催

◇ 「事例発表会」の開催

◇ 「現地見学会」の開催
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□ 区市町村への働きかけ・支援

◇目 的 ： 区市町村が、実践的な「がれき処理マニ
ュアル」 を作成できるよう支援すること

◇対 象 ： 区市町村等のがれき処理担当職員

◇開 催 ： 全 4回 （平成24年5月から10月まで）

◇講 師 ： 宮城県及び仙台市の震災廃棄物担当

▼災害廃棄物処理経験に基づいた実践的な講義

▼マニュアル骨子の作成

「平成24年度ワークショップ」の開催

22

□ 区市町村への働きかけ・支援

◇目 的 ： 区市町村の「がれき処理マニュアル」の
作成支援

◇対 象 ： 区市町村等のがれき処理担当職員

◇開 催 ： 平成25年8月
◇内 容 ： 前年度のワークショップを踏まえて、実

際にマニュアルを策定した１区１市から、
マニュアルの概要や、作成時に苦労し
た点、工夫した点などを発表

「事例発表会」の開催
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□ 区市町村への働きかけ・支援

◇目 的 ： 被災地の処理施設や仮置場を視察し、
「がれき処理マニュアル」作成に繋げる

◇対 象 ： 区市町村等のがれき処理担当職員

◇開 催 ： 平成25年8月
◇場 所 ： 岩手県釜石市（仮設焼却炉、仮置場）

◇内 容 ： ・釜石市の災害廃棄物処理計画の説明
・廃止炉を再稼動した仮設焼却炉を視察
・実際の仮置き場の状況を視察

「現地見学会」の開催

24

□ 区市町村への働きかけ・支援

◇目 的 ： より具体的な検討を行うための、マニュア
ル作成支援

◇対 象 ： 区市町村等のがれき処理担当職員

◇開 催 ： 平成26年3月
◇内 容 ： ・ 環境省より「災害廃棄物対策指針」及び

「巨大地震検討委員会」の概要説明
・大島町での災害廃棄物処理について

「平成25年度ワークショップ」の開催
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□ 区市町村への働きかけ・支援

◇目 的 ： 被災地の処理施設や仮置場を視察し、
「がれき処理マニュアル」作成に繋げる

◇対 象 ： 区市町村等のがれき処理担当職員

◇開 催 ： 平成26年4月
◇場 所 ： 東京都大島町（被災現場、仮置場等）

◇内 容 ： ・大島町の災害廃棄物処理計画の説明
・コンテナによる船舶輸送状況を視察
・実際の仮置き場の状況を視察

「現地見学会」の開催

26

□ 区市町村への働きかけ・支援

ワークショップ内容のHP掲載
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/resource/disaster-waste/workshop.html
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■災害廃棄物処理計画の充実

◇ 国、都道府県、市町村及び民間事業者
との連携

◇広域処理体制の構築

◇ 発災時の事務手続の整理

28

国、都道府県、市町村及び民間事業者との連携

○計画で準備しなければならないこと

・平時における情報交換
（担当者リストの更新、顔合わせ等）

・協定内容の精査
（連携内容、連絡手段、資機材等の保有状況）

日常から交流を持ち、問題意識を
共有することが重要

□ 災害廃棄物処理計画の充実
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広域処理体制の構築
東京都は東日本大震災、大島土砂災害での受入支援
を通じてノウハウを蓄積

□ 災害廃棄物処理計画の充実

30

広域処理体制の構築
○計画で準備しなければならないこと

・搬出・受入基準（組成、荷姿）や輸送手段をあらか
じめ確認・検討
・協定の締結（処理施設等への受入）

お互いの受入基準を把握するとともに、
輸送手段（陸路、海路）を検討しておくこ

とが重要

□ 災害廃棄物処理計画の充実
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発災時の事務手続の整理
○計画で準備しなければならないこと

□ 災害廃棄物処理計画の充実

・発災後、速やかに行う必要のある事務手続きの流
れについてまとめる
・事務手続に必要な要綱、様式等の整理

速やかに行う必要のある事務手続を
円滑に進めることが重要
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高知県（四国）
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災害対策基本法
大規模地震対策特別措置法

防災業務計画

災害廃棄物対策指針

高知県地域防災計画（H18.5修正）

高知県災害廃棄物処理計画（策定中）

高知県南海地震による災害に強い地域社
会づくり条例（平成２０年４月）
（111の項目からなる高知県南海地震対策
行動計画  現在は、「高知県南海トラフ地
震対策行動計画」H25.6）

災害廃棄物処理実行計画
（市町村からの委託があった場合に速やかに作成）

市町村災害廃棄物処理計画

市町村地域防災計画

市町村県

災害廃棄物処理実行計画
（災害実態に基づき具体的に作成）

災害発生後

※ 災害廃棄物処理計画の位置付け：略図

発災後、速やかに処理に着手し迅速に復旧・復興ができるよう、具体的な内容を盛り込み整理

高知県災害廃棄物処理計画（市町村災害廃棄物処理計画のひながた）
平成２６年７月策定、公表予定

県計画の構成（案）

第１編 はじめに
第１章 背景及び目的
第２章 実施計画の位置づけ等
第３章 基本的事項

第２編 本編
第１章 組織体制・指揮命令系統
第２章 情報収集・連絡網
第３章 協力・支援体制
第４章 住民への広報
第５章 災害廃棄物処理業務
第６章 環境モニタリング

第３編 おわりに（骨子）
第１章 計画のまとめ
第２章 より実効性のある計画策定・事前の備えに向けて

市町村計画ひながたの構成（案） 略
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被害想定に用いた地震・津波

南海トラフ地震を震源とする地震による高知県内の
地震・津波の被害を次の２つを想定する。

Ｌ１
発生頻度の高い一定程度の地震・津波

（マグニチュード8.4）

Ｌ２
発生すれば甚大な被害をもたらす最大クラ
スの地震・津波

（マグニチュード9.0～9.1）

この想定は平成２４年３月以降に内閣府が公表した南海トラフを震源とする最大
クラスの地震・津波をもとに、最新の地形データや構造物データを反映して、より
精緻な震度分布・津波浸水予測を推計（平成２４年１２月高知県公表）。

Ｌ１ 震度分布図

Ｌ２ 震度分布図（最大クラスの重ね合わせ）
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最大津波高（※Ｌ２は最大クラスの重ね合わせ）

Ｌ２黒潮町・土佐清水市
では

最大34m

被害想定：全体 Ｌ１ Ｌ２

１）建物被害（全壊・焼失棟数） 約３８，０００棟 約１５９，０００棟

２）人的被害

○死者数 約１１，０００人 約４２，０００人

○負傷者数 約１４，０００人 約３６，０００人

３）直接経済被害額 ３兆７千億円 ９兆２千億円

平成25年5月15日公表【高知県版】南海トラフ巨大地震による被害想定より：最大被害の概要

被害想定：災害廃棄物 Ｌ１ Ｌ２

１）建物被害（全壊・・焼失棟数） 約３８，０００棟 約１５９，０００棟

〇液状化 約１，１００棟 約１，１００棟

〇揺れ 約１５，０００棟 約８０，０００棟

〇急傾斜 約１７０棟 約７１０棟

〇津波 約１７，０００棟 約６６，０００棟

〇火災 約５，３００棟 約１２，０００棟

２）災害廃棄物等の発生量 約１，０００万トン 約３，２００万トン

〇全壊棟数・焼失棟数からのがれき発生量 約５３０万トン 約２，２００万トン

〇津波堆積物 約５００万トン 約１，１００万トン
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計画のポイント

〇 東日本大震災の教訓を生かすこと。

〇 南海トラフ地震の被害想定を踏まえること。

〇 本県の地形地勢を踏まえること。

〇 廃棄物処理基盤（焼却施設、最終処分場等）の実態を踏まえること。

〇 速やかに処理に着手できるよう、より具体的な取組内容を盛り込むこと。

〇 市町村の計画策定の支援ツールとなる「ひながた」を示すこと。

災害廃棄物の特徴

〇 Ｌ１では、１，０００万トン、Ｌ２では、約３，２００万トンと膨大な量の災害廃棄物が発生。

〇 人口、産業ともに県中央部に集中しており、発生する災害廃棄物も偏りが顕著。

〇 津波により、様々な陸上廃棄物が津波堆積物と渾然一体となり、より処理が困難。

〇 海水の長期帯留により塩分を吸収した廃棄物が多く、破砕・焼却時に設備に悪影響。

〇 海岸線が長く水産業も盛んなことから、腐敗性の強い廃棄物（魚体や水産加工物）・漁具・
魚網・漁船など処理困難廃棄物が多く発生。
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基本方針

・県、市町村、関係事業者、県民が一体となって処理。

・被災状況を踏まえ、県が一歩踏み込んで積極的に対応   処理の迅速化。

・Ｌ１では、県内処理、かつ３年以内に処理作業を終えることを基本。

・Ｌ２では最大限の県内処理を行うが、３年以内で処理を終えることは困難であるため、考えら
れる限りの対応を検討。

・基本的に、１次仮置場は市町村単位、２次仮置場はブロック単位で配置を検討。

・再生利用を最大限に進め、最終的な処分量の減量。

・中間処理（焼却、破砕）は、仮設施設を設置。

・最終処分は、「一般廃棄物処分場  産業廃棄物処分場（セメント工場含む）  広域処理等」

・仮置場や仮設処理場の設置、最終処分場の新設などについての啓発。

第４フェーズ（２週間～）

市町村から業務を受託す

る場合本来の業務に加え

災害発生

【初動対応】情報収集・事務処理機能の確保

【緊急対応】有害物質の飛散・流出防止

処理状況に関する情報収集・解析
現場課題処理への支援
国・他市町村・関係事業者等との連絡調整

災害廃棄物処理実行計画の作成

仮置場の設営
仮設処理場の設営
収集運搬業務の発注
仮設処理場（破砕・焼却）運営発注

災害廃棄物処理業務の実施

災害廃棄物処理体制の構築

第１フェーズ（～６時間）

第２フェーズ（～７２時間）

第３フェーズ（～２週間）

担当者の安否確認・安全確認

情報収集・解析

市町村の意向の確認災害廃棄物発生量の概算推計

フェーズ（略図）
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178千t発生（全量木質チップとし燃料もしくは原料として再利用）
・県内既往処理（破砕）能力が、13,037千t、全量県内で処理可能
・利用用途・・・木質チップとして燃料もしくは原料として利用

柱材・⾓材

2,028千ｔ発生（全量復興資材として活用）
・県内既往処理（破砕）能力が、8,465千t、全量県内で処理可能
・利用用途・・・防潮堤材料、道路路盤材等

3,993千t発生（全量復興資材として活用）
・利用用途・・・盛土材（嵩上げ）、農地基盤材等

3,319千t発生、可燃物の焼却灰121千ｔ発生
・既往施設で581千t埋立(現状の処理余力分を想定)

残り2,860千t
・セメント工場でセメント原料として活用
・海面への埋立
・採石場への埋立

141千t発生（金属スクラップとして再利用）
・全量再利用を基本とする

606千t発生
・既往施設で375千ｔ 焼却(現状の処理余力分を想定)
・仮設焼却炉で232千ｔ 焼却

可燃物

金属くず

土砂系

コンクリート

不燃物

Ｌ１処理フロー

災害発生時の
廃棄物組成

1次仮置場での
廃棄物組成

破砕選別後の
廃棄物組成

搬出先

リサイクル率
木くず 柱材・角材 61.8%
1,195千t 178千t 木質チップ

11.6% 1.7% 178千t
1.7%

コンクリート コンクリート
2,531千t 2,028千t 復興資材

24.7% 19.8% 2,028千t
19.8%

金属くず 可燃物

147千t 606千t 復興資材(土砂系)

1.4% 5.9% 3,993千t
38.9%

その他（残材） 金属くず

1,401千t 141千t 金属スクラップ

13.6% 1.4% 141千t
1.4%

津波堆積土 不燃物 焼却（既往施設）

4,991千t 3,319千t 375千t
48.6% 32.3% 3.6%

土砂系 焼却（仮設焼却炉） 焼却灰

合 計 3,993千t 232千t 121千t
10,265千t 38.9% 2.3% 焼却灰の20%

100.0%

埋立(既往施設）
581千t

5.7%
処理、処分率

検算 10265.0 10265.0 10.4%
検算 10265.0

その他処分

2,860千t
27.9%

検算 10386.2

柱材・角材
（マテリアルリサイクル可能

な木くず）

コンクリートがら

金属くず

混合廃棄物

津波堆積物

災害発生時の
廃棄物組成

1次仮置場での
廃棄物組成

破砕選別後の
廃棄物組成

搬出先

リサイクル率
木くず 柱材・角材 52.9%
4,941千t 741千t 木質チップ

15.3% 2.3% 741千t
2.3%

コンクリート コンクリート
9,163千t 7,333千t 復興資材

28.4% 22.7% 7,333千t
22.7%

金属くず 可燃物
616千t 2,478千t 復興資材(土砂系)

1.9% 7.7% 8,409千t
26.0%

その他（残材） 金属くず
7,068千t 588千t 金属スクラップ

21.9% 1.8% 588千t
1.8%

津波堆積土 不燃物 焼却（既往施設）

10,510千t 12,749千t 375千t
32.5% 39.5% 1.2%

土砂系 焼却（仮設焼却炉）

合 計 8,409千t 2,104千t 焼却灰

32,298千t 26.0% 6.5% 496千t
100.0% 焼却灰の20%

埋立（既往施設）
581千t

1.8%
処理、処分率

7.9%
32298.0

検算 32298.0 検算 32298.0 その他処分

12,664千t
39.2%

コンクリートがら

金属くず

混合廃棄物

津波堆積物

柱材・角材
（マテリアルリサイクル可能

な木くず）

741千t発生（全量木質チップとし燃料もしくは原料として再利用）
・県内既往処理（破砕）能力が、13,037千t、全量県内で処理可能
・利用用途・・・木質チップとして燃料もしくは原料として利用

柱材・⾓材

7,333千t発生（全量復興資材として活用）
・県内既往処理（破砕）能力が、8,465千t、全量県内で処理可能
・利用用途・・・防潮堤材料、道路路盤材等

8,409千t発生（全量復興資材として活用）
・利用用途・・・盛土材（嵩上げ）、農地基盤材等

12,749千t発生、可燃物の焼却灰496千ｔ発生
・既往施設で581千t埋立(現状の処理余力分を想定)

残り12,664千t
・セメント工場でセメント原料として活用
・内陸処分場の整備
・海面への埋立
・採石場への埋立
・県外広域処理

588千t発生（金属スクラップとして再利用）
・全量再利用を基本とする

2,478千t発生
・既往施設で375千ｔ 焼却(現状の処理余力分を想定)
・仮設焼却炉で2,104千ｔ 焼却

可燃物

金属くず

土砂系

コンクリート

不燃物

Ｌ２処理フロー
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高知県災害廃棄物処理計画の課題

〇 Ｌ１対応の実効性強化

〇 Ｌ２への対応方針の本格検討

〇 新たな要素技術の検討

〇 処理計画の共有や発展

〇 制度・政策的な見直し

〇 災害廃棄物処理重要拠点の確保・整備

〇 本計画の課題解決に向けた事前の備え

Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 その後…

７月：計画の公表

８月：講演会開催

９月～１０月：市町村等
への説明会の開催（県
内５ブロック）

市町村訪問による計画
策定の支援

課題解決のための提言
等検討

市町村等への計画策
定支援

（目標：平成２６年～平
成２８年度の３年間で
全市町村の計画策定）

市町村等への計画策
定支援

策定した計画の随時見
直し

今後のスケジュール
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２０１４年５月３０日

東北大学大学院工学研究科

土木工学専攻

久 田 真

東日本大震災の経験を踏まえた

今後の災害廃棄物処理計画

今後の廃棄物処理計画

◆ 処理計画のための課題

◆ 資材化された災害廃棄物の利用推進のための課題

◆ 仕組み，体制上の課題

2
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◆基本方針

廃棄？ 埋立て？ 有効利用？

廃棄物の種類や量は？

有効利用できるものがあるか？ 時間はかけられるか？

◆地域条件

再生機能のある産業（セメント工場など）の有無

最終処分場の受入れの可能性

埋立した場合の土地利用構想

処分に許される時間と費用

3

処理計画のための課題

◆契約上の課題

被災自治体が自ら処理するか？ 委託するか？

（有効利用の最終判断は持ち主＝被災自治体）

有効利用時の利益の考え方

（受注者の利益か？ 国に返すか？）

◆有効利用時の資材としての品質確保

平時の品質基準（JISなど）を適用すると，時間と

お金がかかる・・・日本人にしかできない？

入札時の技術提案が品質をばらつかせる？
4

処理計画のための課題
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◆復旧・復興には必ず資材不足が起こる

有効利用するモチベーションになり得る

震災廃棄物を利用することの行政と住民の理解

未利用資源の積極的な利用推進

（各種スラグ，石炭灰，低品質骨材，など）

◆福島・放射能の問題

資材不足は岩手，宮城より深刻

それでも有効利用したいという強い要望

（膨大な除染土壌の処理に直面）
5

処理計画のための課題

6

組織のマッチングの重要性

資材化された災害廃棄物の利用促進
のための課題
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7

時間のマッチングの重要性

資材化された災害廃棄物の利用促進
のための課題

8

資材化された災害廃棄物の保管の例 （宮城県石巻市）

資材化された災害廃棄物の利用促進
のための課題
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9

資材化された災害廃棄物の品質の考え方の提案

資材化された災害廃棄物の利用促進
のための課題

トレーサビリティの確保

10

資材化された災害廃棄物の利用促進
のための課題

アップサイクルブロック （宮城県・山元町）
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◆ガバナンス（日本としての地図の広げ方）

阪神でのＪＲの対応 ⇒ 東は復旧，西は私を優先

法律とはいえ，被災地が自ら震災廃棄物を処理する
のではなく，応援団が先導して処理を推進し，被災地
は復興を優先する枠組みはできないか？
（東の廃棄物は西で，西の廃棄物は東で）

◆「備え」としてできることと「臨機」ですべきこと

セメント工場など，震災廃棄物処理に資する産業

の存在は極めて重要．

良質（天然）は温存，資材化がれきの利用戦略を
11

仕組み，体制上の課題

骨材供給 砕石産業，砂利産業

未利用資源 鉄鋼，非鉄 （スラグ），電力 （石炭灰）

コンクリート 生コンクリート，プレキャスト製品

復旧工事 大手ゼネコン，地元ゼネコン

がれき処理 ゼネコン，セメント産業，エンジニアリング

これら各産業のシナジー効果をどう発揮できるか？
12

仕組み，体制上の課題

資材・コンクリート不足にどう対応するか？
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品質 （JIS） 経済産業省

環境安全性 環境省

利用 （復興） 国土交通省，農林水産省，
地方自治体 （土木）

リサイクル認定 地方自治体 （環境）

がれき処理 地方自治体 （環境，廃棄物対策）

行政サイドのシナジー効果をどう発揮してもらうか？

資材・コンクリート不足にどう対応するか？

13

仕組み，体制上の課題

◆ 処理計画のための課題

基本方針の確立

地域条件，地場産業の理解

資材調達への対応

災害廃棄物の推計

◆ 資材化された災害廃棄物の利用推進

のための課題

技術のマッチング

場所のマッチング

時間のマッチング

資材としての品質の考え方

今後の廃棄物処理計画 （まとめ）

◆ 仕組み，体制上の課題

ガバナンスの確立

所掌範囲上の課題

処理業務契約時の諸条件の設定

広域処理のあり方
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23 3 11 80

…
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日高 正人 パシフィックコンサルタンツ(株)
事業開発本部 プロジェクト事業部
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GDP(Expenditure Approach)
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廃棄物計画部会・第８期役員 

                                    （平成26年3月現在） 

役 職 氏   名 担   当 所   属 

代 表 中村 恵子 部会員の意見を反映し、方針、方向性の提示 健康・環境デザイン研究所 

幹事長 臼井 直人 学会との連絡担当、部会の進行役 ㈱エックス都市研究所 

幹 事 三品 雅昭 総務担当 さいたま市 

〃 橋本  治 会計担当 日本大学大学院 

〃 井土 將博 企画・広報担当 国際航業㈱ 

〃 青野  肇 関西Ｇ担当 ㈱エックス都市研究所 

    

顧 問 

田中  勝  鳥取環境大学 

古市  徹  北海道大学大学院 

西川 光善  ㈱エックス都市研究所 

長谷川 誠  ㈱イーツーエンジニアリング 

片柳 健一  ㈱環境管理センター 

 

第８期サブ研究会メンバー表 

                                    （平成26年3月現在） 

サブ グループ 名 メ     ン     バ     ー 

 関東グループ 

* 臼井、阿賀、池田(行)、石井、石渡、市岡、井土、岡山、片柳、神崎、杵島、小池、小崎、

越場、齋藤、進藤、鈴木、高橋、田中(勝)、戸敷、谷川、仲地、中村、西、西川、橋本(昭)、

橋本(治)、長谷川、馬場(宏)、古市、三品、望月、山田、山下、劉、由田 

 関西グループ 
* 青野、池田(由)、浦邊、金子、小泉、後藤、田中、田村、西垣、花嶋、馬場(高)、福岡、森、

堀井、山崎、山本 

 *：担当幹事 

 

86


